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笠間市長選挙の
投票日です 　笠間市長選挙が4月8日（日）に告示され、4月15日（日）

に投票が行われます。
　選挙は私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に
棄権せず、すすんで投票しましょう。

4月15日（日）は

☆投票できる方
　今回の選挙で投票できるのは、次の要件を満たしている方です。
○年　齢：平成12年4月16日までに生まれた方。
○住　所：平成30年1月7日までに笠間市に住民登録（転入届）をされ、引き続きお住まいになっている方。

☆投票所
　投票は市内52か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される「入場券」に投票所が記載されていますので、
自分の投票所を確認してください。なお、次のとおり投票所の場所が変更になりますのでご注意ください。
　友部第15投票所　変更前：茨城県立リハビリテーションセンター → 変更後：茨城県立中央看護専門学校
　岩間第1投票所　 変更前：岩間上町地区公民館　　　　 　　 → 変更後：笠間市地域交流センターいわま「あたご」

☆投票時間
　投票時間は、どの投票所も終了時刻を2時間繰り上げ、午前7時から午後6時までです。その時間以外には投票
することができませんのでご注意ください。

☆期日前投票
　投票日当日に、所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することができます。（入場
券がお手元に届いている場合は持参してください）

　○期　　間：4月9日（月）～14日（土）　午前8時30分～午後8時まで
　○場　　所：市役所本所、笠間支所、岩間保健センター（庁舎改修工事のため、岩間支所から変更となります）。

　　　　　 また、4月1日から岩間保健センターの名称が「笠間市地域福祉センターいわま」となります。
☆郵便投票

　重度の障がいを持つ方（身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持ち、法律で定める一定の障がいのある方、および
介護保険法上要介護5の方）で、投票所で投票することができない方のために郵便投票の制度があります。投票
用紙の請求期限は、4月11日（水）までです。事前に郵便投票証明書の申請が必要となりますので、お早めに市選
挙管理委員会で手続きを済ませてください。

☆選挙公報
　選挙公報を4月11日（水）の新聞折込で配布します。なお、選挙公報は市役所本所、各支所のほか、公民館、図
書館など市の施設にも備え付けますのでご利用ください。

☆開　　票
　即日開票で、4月15日（日）午後7時30分から市民体育館で行い
ます。
　投・開票状況は笠間市ホームページでご覧になれます。
　ホームページアドレス　　　http://www.city.kasama.lg.jp
　モバイル版サイトアドレス　http://www.city.kasama.lg.jp/mobile

選挙に関する問い合わせは、
市選挙管理委員会事務局（総務部総務課内）

まで
　笠間・友部地区から　TEL 0296-77-1101　
　岩間地区から　　　　TEL 0299-37-6611




